
厚生労働大EE 殿
平成31年4月 13日

機関名 学校法人北里研́究所 】ヒ里大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏  名

次の職員の平成 80年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫チ塁審査状況及

ついては以下のとおりです。

1.研究事業ネ l早生労働行 〔厚生 究事業 )

2 研究課題名 薬 ĺ価急!産 }ノ見本改革に標 る医薬品開率院荒 お よび流通環境 の

3 研究者名
`所

F重 都 扇・ 職え ) 虞戻学

`医

薬 調養学 )・ 教狂

r〔ぇ ● フ リガナⅢ |1 結 ・ 十 ル カ ワ  マ モ ル

4.綸理審査の状況

る:こ 当た り べ き る 員会

クし一当;若 しくは全部:の警査が完了していない場合は、「来警査とにチェックするこ
=。

その他 (犠記事項 )

でいる 」 任

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

未審査 (/い審査済み   審査 した機 Fナ司

該当性の有無

有  無

匡l匠l  ■ □ヒトゲノよ・遺伝子解析研究にF矢月する倫理指針

□□   田 鳴遺伝子冶療等臨床研究に関する指針

握 □□   E人を対象 とする医学系研究に関する倫1■二指♂t(※ a)

□□□   E厚 rヒ 労働省の所管する実勉機関における動物実映

等の実施に関する基本指針

風□   B □
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              )

(※ 2)未奢Ⅲ査に場合は、その理由を記改することね

(※ 3)廃止前の「疫幸]Fた九に関する倫理指雀十;や 「臨末研究
'こ

F・]す る倫理指針どに準故几する場辞ま、碧該項目に記入すること。

5 厚生労働分野の研究活動におやする不正行為への対応について

受講 B  未受講 囲研究綸理教育の受講状況

6.漁 1益相反の管理

該当する目
「

チェ /夕 を入ね′ること

分 lf研 究者け覆属する鴇闘つ長 t作成 1る とを

フ有 a 無「・ (無 の場合はその理由当サ手究秩開 二々おけるCO〔 の管理に関する規定 rnノ 策定

有 日 無 □ (無の場合は歩託先批開当研ゲヒ段隅におけるC(DI委員会設置ダ)'無

有 磯 無 □ (無 ゲテ場合1芝そチ)理由当研究十二係るCCと につとヽての報告 警ヽ査の右距

右 □ 無 EI言 み場合十すその凸容当 デl究 任係るC tD挺 任ついての指導・管理の有攣

F盟 言
=頂

,



令和元年 5月 10日
厚生労十動大臣 殿

機関名 国立大学法人

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名

次の職員の平成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反

いては以下のとおりです。

1.研究事業名

2.研究課題名

3.研究者名

厚生労働行政推進調査事業費補助金 (厚

薬価 制店抜本設革に係 る医薬品開発環靖およ rド滞 商瑠 焙の室縮謳巷石罪寮

■

■一鮮

甘

中
　
●

―
）

(所晟報局・職名) 大学院業学研究院・准教授

(礎名 ,フ リガナ) 小林 江梨子・コノヽヤシ エリコ

4,倫理審査の状況

る ハミ でいる 」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していなャl場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関 未審査 (※め

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 医   B □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 匡l  a □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) 国   語 □ □

厚生労働省の所管する実施機関における甍を物実験

等の実施に
',§

する慕本指針
□   4 □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □  ■ □ 圧l

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針Jや 「臨床五T究に関する倫理指針Jに準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労f動分野の研究活動における不正行為への姑応について

研究倫理教育の受講状況 受講 E  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する口にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 E 無 □(無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無 □(無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 B 無 □ (無の場合はその理由

当研究た係るCOIについての指導・管理の有無 有 □ 無 E(有の場合はその内容

(留意事項)



平成 31年 4月 16日
厚生労働大臣
(国立医薬品食品衛生研究所長)殿
(国立保健医療科学院長)

機関名   中央大学

所属研究機関長 職 名    学長

氏 名

次の職員の平成30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及軒 ll

いては以下のとおりです。

厘′r埓撤 行世雑 准 認 容 尊挙 警フ打毎日角小 r 1石罪究 事業 )

につ

1,研究事業名

2.研究課題名

3.研究者名

蒸イ誦御I庁紘六静童 に標 る戻蓮品 開 よび流通環境の実龍調査研 究

`所

属都属・職嘉) 惑単蔀 。封将

コ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェンクすること。

その他 (特記事項 )

んでいる は 、 にチェッ

左記で該当がある場合のみ記入 (※ つ該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   a □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   軍 □ □

人を紺象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

箸の実施に関する基本指針
□ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              ) □   a

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床務究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 B  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) 。該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 E 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □(無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 口 (有の場合はその内容




